
○
経
済
産
業
省
令
第
四
十
八
号

高
圧
ガ
ス
保
安
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
号
）
を
実
施
す
る
た
め
、
容
器
保
安
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を

次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
一
年
四
月
二
十
二
日

経
済
産
業
大
臣

世
耕

弘
成

容
器
保
安
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

容
器
保
安
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
通
商
産
業
省
令
第
五
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
は
、
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲

げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
用
語
の
定
義
）

（
用
語
の
定
義
）

第
二
条

こ
の
規
則
に
お
い
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ

第
二
条

こ
の
規
則
に
お
い
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ

ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
～
十
九

［
略
］

一
～
十
九

［
略
］

二
十

Ｆ
Ｃ
一
類
容
器

液
化
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
（
可
燃
性
ガ
ス
及
び

二
十

Ｆ
Ｃ
一
類
容
器

液
化
フ
ル
オ
ロ
オ
レ
フ
ィ
ン
千
二
百
三
十
四
ｙ

毒
性
ガ
ス
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
を

ｆ
、
液
化
フ
ル
オ
ロ
オ
レ
フ
ィ
ン
千
二
百
三
十
四
ｚ
ｅ
、
液
化
フ
ル
オ

充
塡
す
る
容
器

ロ
カ
ー
ボ
ン
十
二
、
液
化
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
百
三
十
四
ａ
、
液
化
フ

ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
五
百
、
液
化
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
四
百
一
Ａ
、
液
化

フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
四
百
一
Ｂ
、
液
化
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
百
十
五
、

液
化
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
四
百
十
二
Ａ
、
液
化
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
二

百
十
八
、
液
化
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
四
百
七
Ｄ
、
液
化
フ
ル
オ
ロ
カ
ー

ボ
ン
二
十
二
又
は
液
化
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
五
百
二
を
充
塡
す
る
容
器

イ

温
度
四
十
八
度
に
お
け
る
圧
力
の
数
値
の
三
分
の
五
倍
が
三
・
〇

［
新
設
］

メ
ガ
パ
ス
カ
ル
以
下
で
あ
る
も
の

ロ

温
度
六
十
度
に
お
け
る
圧
力
の
数
値
が
二
・
四
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
以

［
新
設
］

下
で
あ
る
も
の

二
十
一

Ｆ
Ｃ
二
類
容
器

液
化
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
（
可
燃
性
ガ
ス
及

二
十
一

Ｆ
Ｃ
二
類
容
器

液
化
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
四
百
二
十
二
Ｄ
、

び
毒
性
ガ
ス
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の

液
化
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
九
百
Ｊ
Ａ
、
液
化
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
五
百

又
は
前
号
に
掲
げ
る
ガ
ス
を
充
塡
す
る
容
器

九
Ａ
、
液
化
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
四
百
二
十
二
Ａ
、
液
化
フ
ル
オ
ロ
カ

ー
ボ
ン
四
百
七
Ｃ
、
液
化
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
四
百
二
Ｂ
、
液
化
フ
ル

オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
四
百
四
Ａ
、
液
化
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
四
百
七
Ａ
、
液

化
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
九
百
一
Ｊ
Ａ
、
液
化
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
五
百
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七
Ａ
、
液
化
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
四
百
二
Ａ
、
液
化
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ

ン
四
百
七
Ｂ
、
液
化
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
百
二
十
五
若
し
く
は
液
化
フ

ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
四
百
七
Ｅ
又
は
前
号
に
掲
げ
る
ガ
ス
を
充
塡
す
る
容

器

イ

温
度
四
十
八
度
に
お
け
る
圧
力
の
数
値
の
三
分
の
五
倍
が
四
・
〇

［
新
設
］

メ
ガ
パ
ス
カ
ル
以
下
で
あ
る
も
の

ロ

温
度
六
十
度
に
お
け
る
圧
力
の
数
値
が
三
・
二
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
以

［
新
設
］

下
で
あ
る
も
の

二
十
二

Ｆ
Ｃ
三
類
容
器

液
化
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
（
可
燃
性
ガ
ス
及

二
十
二

Ｆ
Ｃ
三
類
容
器

液
化
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
四
百
十
Ｂ
、
液
化

び
毒
性
ガ
ス
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の

フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
四
百
十
Ｊ
Ａ
、
液
化
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
四
百
十

又
は
前
二
号
に
掲
げ
る
ガ
ス
を
充
塡
す
る
容
器

Ａ
若
し
く
は
液
化
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
三
十
二
又
は
前
二
号
に
掲
げ
る

ガ
ス
を
充
塡
す
る
容
器

イ

温
度
四
十
八
度
に
お
け
る
圧
力
の
数
値
の
三
分
の
五
倍
が
五
・
〇

［
新
設
］

メ
ガ
パ
ス
カ
ル
以
下
で
あ
る
も
の

ロ

温
度
六
十
度
に
お
け
る
圧
力
の
数
値
が
四
・
〇
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
以

［
新
設
］

下
で
あ
る
も
の

二
十
三
～
三
十
四

［
略
］

二
十
三
～
三
十
四

［
略
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。
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附

則

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
一
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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